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経済企業委員会会議録 
 

令和元年１２月２０日 金曜日 

  午前１１時４７分開議 

午後 ０時０４分閉議（実時間１２分） 

 

○本日の会議に付した案件 

１．発議案第１３号・日本一のやつしろ産トマ

トをはじめ、やつしろのすべての農産物の

消費拡大推進条例の制定について  

 

○本日の会議に出席した者 

 委 員 長  村 川 清 則 君 

 副委員長  谷 川   登 君 

 委  員  上 村 哲 三 君 

 委  員  鈴木田 幸 一 君 

 委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

 委  員  山 本 幸 廣 君 

 

 ※欠席委員         君 

 

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

 

○説明員等委員（議）員外出席者 

               君 

 

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

             

 

（午前１１時４７分 開会） 

〇委員長（村川清則君） 皆さん、こんにちは。

（「こんにちは」と呼ぶ者あり） 

それでは、定足数に達しましたので、ただい

まから、経済企委員会を開会いたします。 

                 

◎発議案第１３号・日本一のやつしろ産トマト

をはじめ、やつしろのすべての農産物の消費拡

大推進条例の制定について 

〇委員長（村川清則君） それでは、先ほど本

委員会に付託されました発議案第１３号・日本

一のやつしろ産トマトをはじめ、やつしろのす

べての農産物の消費拡大推進条例の制定につい

てを議題といたします。 

 まず、本委員会に本発議案の発議者及び賛同

議員がおられますが、説明等はございますか。     

山本委員。 

〇委員（山本幸廣君） もう、ありません。 

〇委員長（村川清則君） ないですか。 

なければ、本件に対する御意見等はございま

せんか。 

〇委員（田方芳信君） 先ほど本会議の中でも

いろいろありましたけど、委員会の中で審議未

了ということで終わったんですけど、あれから

まだ、何日ですかね。急遽、こういった文言が

条例として出されました。また、その中身など

をですね、しっかり、読ませていただきました。 

 そういった部分の中で、大変御立派な言葉が

並べてありました。山本委員にとってですね、

トマトをどれだけ大事かという気持ちは、重々

わかるところでもございます。そういった部分

の中でもですね、早急にこういった部分をです

よ、きょう出されて、また、早急にどうこうと

していいのかなと、そういった部分の中でもや

はり、今後、委員会でも管内調査をし、そして、

生産団体の方からも果たしてトマトだけに特化

していかがなものか、との声もあったかと思い

ます。また、そういった部分の中でですよ、今

後これを続けられるよう、いい案をつくってい

くには、これから先、成案として完成の条例を

目指すに当たっては、やはり、執行部との協議、

そしてパブリックコメント、そしてその他の水

産・林業、材木そういったその他の部分の中も

ですね、しっかりと考えて行かなければならな

いと思っているところでございますので、でき

ればですね、継続で今回行かせていただければ

ありがたいなと思います。私は、継続でいきた
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いと思っております。 

〇委員長（村川清則君） ほかにございません

か。 

〇委員（谷川 登君） 先ほどですね、山本委

員からいろいろ御説明あり、本当に八代地産

であります、トマトがメーンとしてですね、

本当に気持ちがわかります。そういう中でや

はり、先ほど田方委員からもお話がありまし

たようにですね、今後、執行部との協議や関

係団体との協議の上、パブリックコメントを

しっかりと、話し合いながらですね、やって

いっていただきたいというふうに思うわけで

ございます。そういう中で、やはり先ほど林

業の話も出ましたけれども、木材、水産物か

なりいろんな作物もございます。今後、たた

き台としてですね、話し合いをしながら継続

でお願いしたいというふうに思います。 

  以上です。 

〇委員長（村川清則君） ただいま、継続とい

う意見だけ出ていますけども、ほかにございま

せんか。 

〇委員（野﨑伸也君） さきのですね、委員会

の中で、いろいろと御意見伺いましたね。私た

ちはトマトに特化したもののですね、緊急性が

あると、本当に緊急性がある中で提案して、継

続をできるような状況にあるならばですよ、し

っかり、皆さん方の御意見の中でですね、継続

をしていってもいいかなという思いもありまし

たけども、ただ、これを出されたときのですね

山本委員の情報、気持ち、またトマト農家さん

のですね、状況というのを真剣に考えたときに

継続するというのはですね、非常にこれは難し

いというような判断の中でですね、残念ながら

審議に値しないということで審議未了というよ

うな話になったというのは、非常に残念に思っ

ております。 

ただ、審査をする中でですね、いろいろと皆

様方から御意見をいただいたところがありまし

たんで、私たちとすればですね、それも了解す

べきだろうというような話の中で、今回の新し

い条例の中にですね、盛り込ませていただいた

と、皆さん方の御意見を酌んでそれをですね、

この条例の中に入れさせていただいたというよ

うなところであります。先ほど、提案の中でで

すね、質疑もありました。農産物というような

ことと、農作物というようなところが整合性が

とれんよというような話もあったですけども、

それがですね見えるのは、今回、第１０条のあ

たりかなというふうに、そこを指摘されている

のかなというふに思いました。これが、第１０

条を新たに山本委員からですね、提案理由の中

でもありましたけども、はちべえトマトの８と

いうような話もありました。そういった中で、

毎月８日を農産物の消費拡大の日にしたいとい

うようなことで提案がされているというとこな

んですけども、農作物というのとまたさらに範

囲を広げたところで農産物というような表記を

されているというところで、また、消費をする

日ということで、毎月消費したいということで

すので、手軽に消費できるようなものというと

農産物、言われたようにいろんなものもですね、

消費する日を農産物というような表現でですね

されているということで、特段問題はないのか

なというふうに思っております。 

こういった中で、また今回継続というような

話が出とるんですけども、先ほどの本会議の中

でも非常にトマト農家さんの厳しい状況という

のをですね、山本委員からもお話があったとお

りなんですけども、また、継続というようなこ

とになりますと、また３カ月も待たないかんと、

それで、本当に年越せるか越せないかというよ

うなところまでのピンチの中でですね、やはり、

緊急性を持ってですね、スピード感を持ってと

いうような中で、ぜひですね、この案件につい

ては、全会一致でですね、皆さんが賛成してい

ただけるようにですね、取り組んでいただきた

い。本当に、真剣にトマト農家のことを考えて

提案されていると、この状況をですね鑑みて皆
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さん方のスピード感ある対応をですね、お願い

をしたいというふうには思っております。 

 

〇委員長（村川清則君） 採決ということです

ね。 

 小会します。 

（午後１１時５５分 小会） 

 

（午後１１時５６分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

○委員（山本幸廣君） 山本幸廣発議者という、

あと６名がおりますので、全体的にうちは会派

としての発議をしたということで、皆さん方御

理解をしていただいておりますので、そういう

状況の中でトマト農家の現状というのをいま、

継続の中での田方委員の発言もあったわけです

が、本当にその調査をですね、生産者の方々か

らじきじきに調査、意見聞かれたり、そういう

状況であるならばですね、いまのような発言を

ですね、私も聞きながらですね、ここ３日間、

１７日に委員会が開催されて、それからずっと

農家を回ったり、市民の方々の意見、飲食店の

方々、事業者の方々、団体の方々とお話をしま

した。何人かの議員さんと回ってですね。その

中でですね、きょう、先ほど本会議で発言しま

したので、これは委員長のお許しがいただけれ

ばですね、生産農家の４０代の方と思います。

名前もですねきちっと書いて、山本先生へと書

いてからですね、玄関のポストに入っとりまし

た。ということをうちの家内から発言がありま

した。それをですね、読んだらですね、大変な

いまの苦境にトマト農家が置かれているという

ことをですね、私もびっくりしたという状況で

ありますので、委員長よろしかればですね。 

よろしいですか、委員長。すみませんですね。 

〇委員長（村川清則君）  小会します。 

（午後１１時５８分 小会） 

 

（午後０時２分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

御意見等はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、継続審査

を求める意見と、採決を求める意見があります

ので、まず、継続審査についてお諮りします。 

 発議案第１３号・日本一のやつしろ産トマト

をはじめ、やつしろのすべての農産物の消費拡

大推進条例の制定については、継続審査とする

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 可否同数であります。 

よって、八代市議会委員会条例第１７条第１項

の規定により、委員長が本発議案を裁決いたし

ます。 

本発議案について、委員長は継続審査するこ

とに裁決いたします。よって、本件は継続審査

とすることに決しました。 

次に、閉会中の継続審査の件についてお諮り

いたします。 

当委員会に付託となっております、発議案１

件については、なお審査を要すると思いますの

で、引き続き閉会中の継続審査の申し出をいた

したいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、経済企業委員会を散

会いたします。 

（午後０時４分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年１２月２０日 

経済企業委員会 

委 員 長 


